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秦野市職員措置請求に関する監査の結果 

 

平成２８年１２月１６日付けで提出された地方自治法第２４２条第１項の規

定に基づく秦野市職員措置請求（住民監査請求）について、その結果を次のと

おり公表する。 

 

平成２９年１月２７日 

 

             秦野市監査委員  井 上  文 男 

 

             秦野市監査委員   川  裕美子 

 

             秦野市監査委員  諸  星      光 

 

第第第第１１１１    監査監査監査監査のののの請求請求請求請求    

    １１１１    請求人請求人請求人請求人    

    （略）  

    ２２２２    請求内容請求内容請求内容請求内容    

本件請求書の一部を抜粋し、以下枠内のとおり、請求の要旨となるもの

を原文のまま記載しました。なお、平成２９年１月６日付けで提出された

補正書の内容を反映しています。 

「市長に対して秦野市立公民館の利用者からの使用料の賦課徴収し、職

員の給与等に支出（流用）、または今後の職員の給与等に支出が予測される

ことは「法令」に違反する旨を勧告し使用料の徴収を是正する措置」を執

ることを求める 

１ 請求の要旨 

秦野市立公民館は、「文化、学術等の教養を高める事業を行い、すべての

市民に豊かな学習機会を提供するとともに、市民の自主的な学習活動を支

援し、促進することを目的」としている施設であり、これは行政財産であ

る。 

市が、秦野市立公民館の目的に沿って市民が使用することに使用料を徴

収することは、地方自治法第２２５条及び第２３８条の４第７項に違反す

る。 
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また、地方財政法第２７条の４は、市町村に対し、法令の規定に基づき

当該市町村の負担に属するものとされている経費は、政令で定めるものに

ついて、住民に対し、その負担を転嫁してはならない旨を定めている。 

同法施行令第５２条は、「市町村の職員の給与に要する経費」をあげてい

るので公民館職員については、同法例が適用される。 

そこで、地方自治法第２条第１６項「地方公共団体は、法令に違反して

その事務を処理してはならない。」のである。同法第２条第１７項「前項の

規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。」 

しかるに市長は、秦野市立本町公民館の利用者（市民）からの使用料を

賦課し徴収しているが、その賦課徴収された使用料３７８万７，０００円

（平成２７年度決算）の一部が職員の給与等として支出（流用）されてい

るのは適正な財政運営を損なっている、または今後職員の給与等に支出す

ることが予測される。 

これは地方財政法第２７条の４等に違反するので貴委員において、市の

適正な財政運営が損なうことによる不当に住民に負担を強いるものである

から市長に対し「法令」違反を勧告し、利用者（市民）から使用料の賦課

徴収を是正するよう措置を執ることを求める次第である。 

 

第第第第２２２２    請求請求請求請求のののの補正補正補正補正    

  本件請求は、平成２８年１２月１６日に受付をし、同月２７日に要件審査

を実施した結果、請求内容の確認が必要であると判断し、同月２８日付けで

補正を求めたところ、平成２９年１月６日に請求人による補正書の提出があ

りました。 

 

第第第第３３３３    請求請求請求請求にににに対対対対するするするする判断判断判断判断    

法第２４２条に規定する住民監査請求は、違法若しくは不当な、次のいず

れかの財務会計上の行為又は怠る事実が対象となります。 

   (1) 公金の支出 

   (2) 財産の取得、管理、処分 

  (3) 契約の締結、履行 

   (4) 債務その他の義務の負担 

   (5) 前記(1)ないし(4)の行為が相当の確実さで予想される場合 

(6) 公金の賦課徴収を怠る事実 
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  (7) 財産の管理を怠る事実 

    しかし、上記のいずれかに該当するとしても、住民監査制度は、市民がそ

の居住する地方公共団体の職員の違法若しくは不当な上記行為又は怠る事実

により、地方公共団体に発生した損害を回復又は発生するおそれのある損害

を予防するためのものであることに鑑みると、請求対象が地方公共団体に損

害をもたらさない職員の行為又は怠る事実については、住民監査請求の制度

趣旨になじまないと考えられます。このことについては、最高裁判所判例で

も、監査対象が某市に損害をもたらさない法人市民税の通知行為であるとし

て、請求を却下した某市監査委員の判断を適法としています（最高裁平成６

年９月８日判決）。 

    本件請求対象のうち、一部を職員の給与として支出（流用）される使用料

の賦課徴収を違法とする請求については、上記要件のいずれにも該当してい

ません。また、給与等の支出（流用）を違法とする請求については、上記要

件(1)の公金の支出に該当しますが、給与は労働の対価であり、働いた職員に

対し、市は職員の給与に関する条例等の定めにより支払義務を負うことに鑑

み、仮に使用料の一部を職員の給与等として支出したとしても、市に損害を

もたらす行為ではありません。 

   よって、本件請求は、内容が法第２４２条に規定する住民監査請求の要件

を満たしていないものと解されることから、監査委員の合議により、これを

却下することが相当であると判断しました。 

    


